
ＪＩＳ漢字フォント表示制限について 

本院は、平成 28 年 1 月 4 日から病院情報システムを全面更新します。 

経済産業省は、国語審議会での答申を受け、日本工業規格（ＪＩＳ）で定められて

いる漢字コードのうち、168 文字の字形について平成 16 年に変更しました（ＪＩＳ

2004）。 

しかしながら、表記（表示・印字）の変更の影響を受けないように Microsoft 社

から、提供されている互換フォントにより今日まで対応してまいりました。 

このたび、新病院情報システムでは互換フォントの提供が停止になるためＪＩＳ

2004 の形式に変更させていただくことになりました。 

ご理解の程よろしくお願いたします。 

■仕様頻度の高い変更事例について（11 文字）

※今回、対象となるのは JIS2004 の 168 文字の中で、第 1、第 2 水準の範囲で 122

文字となります。 

 ・122 文字については、次ページ以降をご参照ください。 

院内掲示（正面玄関・各外来受付・入退院センター）でご確認いただけます。 

※現在、お手持ちの診察券は引き続きご使用いただけます。 

影響を受けるもの（平成 28 年１月 4日以降） 

・新規発行する診察券 

・端末からの印刷物全般の印字（外来基本カード等帳票類） 

・端末での漢字表示 
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